
12広報みかさ　2014. 8

平成27年度 三笠市職員募集
職種・人員 事務職（上級）・若干名 消防職・若干名 建築職・若干名

応募要件

平成元年4月2日以降生まれで
学校教育法に基づく4年制大
学を卒業した方または平成27
年3月31日までに卒業見込み
の方。ただし、法科大学院卒業
者は昭和57年4月2日以降生
まれの方または平成27年3月
31日までに卒業見込みの方

平成 5 年 4 月 2 日
以降生まれで、
学校教育法に基
づく高等学校を
卒業した方また
は平成 27 年 3 月
31日までに卒
業見込みの方

昭和61年4月2日以降生まれで、学
校教育法に基づく4年制大学〈建
築工学系〉を卒業した方または平
成27年3月31日までに卒業見込
みの方。また、昭和54年4月2日以
降生まれで、学校教育法に基づく
高等学校以上を卒業し、1級また
は2級建築士の免許を有する方

学歴要件については、同等の資格があると認められる方を含む
採用後、三笠市内に居住できる方

採用予定日 平成27年4月1日

試験方法
第1次試験 筆記試験、適応性検査、作文

第2次試験
面接、集団討論（事務職上級に限る）、

健康診断（健康診断書提出）、体力測定（消防職に限る）
第1次試験日時・会場 9月21日㈰午前9時・三笠高校（三笠市若草町397番地）

応募方法

市が指定する受験願書と履歴書を総務課職員係で受け取るか、市のホームページ
からダウンロードし、添付書類を添えて、持参または郵送で提出してください。（市
販の履歴書では受け付けできません）なお、受験願書などの郵送を希望する方は、
封筒の表に「受験願書請求」と朱書きし、120円切手を貼ったあて先明記の返信用
封筒（A4が折らずに入る大きさ）を同封の上、請求してください。
【添付書類】
①卒業証明書または卒業見込証明書
②学業成績証明書
③免許などを有する方は、それを証明できる書類の写し

提出期限・時間
8月29日㈮・午前8時30分～午後5時（土・日曜日は受け付けできません）

※郵送可（当日必着）
提出・問合先 総務課職員係☎②3184（〒068‐2192三笠市幸町2番地）

【問合先】納税課納税係☎②3163

【市税の滞納処分の取り組み内容】
◆民間の債権回収専門会社への業務委託
◆差し押さえ
◇給料・ボーナス（勤務先へ給料などの支給
額を照会し、滞納がなくなるまで毎月の給料
やボーナスを差し押さえします）
◇預貯金　◇自動車など　◇動産　◇不動産
◇自動車税還付金　　◇所得税還付金
◇生命保険
【市税以外の滞納処分の取り組み内容】
◆市営住宅強制退去
◆国保医療費10割自己負担
◆有効期限を大幅に短縮した保険証の交付
◆水道の給水停止
◆裁判所への訴え
　（水道料・医療費などの未払い）

◆納付相談をお受けします
　滞納が続くと、全額納付されるまで法的措置と
して差し押さえが継続されます。
　滞納があると、市が行うさまざまな行政サービ
スを受けられなくなる場合があります。
　やむを得ない事情で納期内に納付できない場
合は、放置せずに必ずご相談ください。

　皆さんが納期内に納付した市税などは、公平な行
政サービスを維持・提供するための貴重な収入です。
　市税などを滞納している方には、税負担の公平性
を保つため、また市税等徴収に対する市民からの信
頼を確保するため、法律に基づく滞納処分として、差
し押さえを強化しています。

税は暮らしを支える大切な財源
税負担の公平性を守るため

法的措置による滞納処分を強化しています
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市が指定する受験願書と履歴書を総務課職員係で受け取るか、市のホームページ
からダウンロードし、添付書類を添えて、持参または郵送で提出してください。（市
販の履歴書では受け付けできません）なお、受験願書などの郵送を希望する方は、
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提出期限・時間
8月29日㈮・午前8時30分～午後5時（土・日曜日は受け付けできません）

※郵送可（当日必着）
提出・問合先 総務課職員係☎②3184（〒068‐2192三笠市幸町2番地）

【問合先】納税課納税係☎②3163

【市税の滞納処分の取り組み内容】
◆民間の債権回収専門会社への業務委託
◆差し押さえ
◇給料・ボーナス（勤務先へ給料などの支給
額を照会し、滞納がなくなるまで毎月の給料
やボーナスを差し押さえします）
◇預貯金　◇自動車など　◇動産　◇不動産
◇自動車税還付金　　◇所得税還付金
◇生命保険
【市税以外の滞納処分の取り組み内容】
◆市営住宅強制退去
◆国保医療費10割自己負担
◆有効期限を大幅に短縮した保険証の交付
◆水道の給水停止
◆裁判所への訴え
　（水道料・医療費などの未払い）

◆納付相談をお受けします
　滞納が続くと、全額納付されるまで法的措置と
して差し押さえが継続されます。
　滞納があると、市が行うさまざまな行政サービ
スを受けられなくなる場合があります。
　やむを得ない事情で納期内に納付できない場
合は、放置せずに必ずご相談ください。

　皆さんが納期内に納付した市税などは、公平な行
政サービスを維持・提供するための貴重な収入です。
　市税などを滞納している方には、税負担の公平性
を保つため、また市税等徴収に対する市民からの信
頼を確保するため、法律に基づく滞納処分として、差
し押さえを強化しています。

税は暮らしを支える大切な財源
税負担の公平性を守るため

法的措置による滞納処分を強化しています


